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入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和 4 年 7 月 21 日 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

   契約職取締役 中澤 幸太郎 

◎調達機関番号 413   ◎所在地番号 13 

１ 調達内容 

 (1) 品目分類番号 71、27 

(2) 件名 JESCOサポートデスク業務（令和04年度及び令和05年度） 

 (3) 調達品目の種類及び台数  

       JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和 05 年度） １式 

(4) 業務内容 発注説明書による。 

 (5) 業務期間 発注説明書による 

 (6) 入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額

の 10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので、入札者は入札書に単価を記載

する際は、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金

額を記載すること。 

 (8) そ の 他 本調達は競争参加資格を確認の上入札の参加者を選定し

発注するものである。 

 

２ 競争参加資格 

  競争参加資格確認申請書の提出期限（令和 4 年 8 月 22 日）において次の

条件を全て満たしている者であること。 

 (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。 

 (2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 (3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

 (4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用デ

ータ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について

記載をしなかった者でないこと。 

 (5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴

力団又は暴力団員と関係がないこと。 

 (7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中

間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停

止を受けている期間中でないこと。 

(8) 令和 04・05・06 年度に有効な全省庁統一資格(物品の販売、営業品目「電

子計算機類」、役務の提供等、営業品目「情報処理」および「ソフトウェ

ア開発」)がある者。（当該資格について、競争参加資格確認申請書の提

出期限において申請中の者も可とするが、入札日までに当該資格を取得で

きない場合は参加資格を認めない。） 
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(9) 仕様書に指示された要件等を満たすことができること。 

  

 ３ 発注手続等 

 (1)  担当部課 

〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3 号館 4 階 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課 

TEL 03-5765-1916 Mail keiyaku-2@jesconet.co.jp 

 (2) 発注説明書の入手方法 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社ホームページよりダウンロード  

https://www.jesconet.co.jp/bid_contract/bid/index.html 

※  当社では発注説明書の交付はしないので注意すること。  

 (3) 競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法 

  提出期間  令和 4 年 7 月 21 日(木)～令和 4 年 8 月 22 日(月)16 時まで。

ただし、土曜日、日曜日を除く毎日 10 時～12 時及び 13 時～

16 時。 
  提出場所  上記(1)に同じ。 

  提出方法  電子メール、持参又は郵送（提出期限必着） 

※郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。なお、担

当者の名刺を同封すること。 

※押印省略される場合は電子メールにて提出すること。原本

の提出は不要。 

 (4) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法  

  通知予定日 令和 4 年 8 月 26 日(金) 

  通知方法 通知書を電子メールにて送付。 

 (5) 入札書の提出について 

  提出期限 令和 4 年 9 月 15 日(木)16 時 

  提出場所 上記(1)に同じ。 

  提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

       郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

 (6) 開札の日時及び場所 

    日  時  令和 4 年 9 月 16 日(金) 10 時 30 分 

  場  所 上記(1)に同じ。 

     

４ その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨   

  日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 入札保証金 免除 

 (3) 契約保証金 免除 

 (4) 入札の実施 競争参加資格者により入札を行う。 

 (5) 落札者の決定方法 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 (6) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競

争参加資格申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関す

る条件に違反した入札は無効とする。 
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 (7) 競争参加資格確認申請書作成説明会  無 

 (8) 手続における交渉の有無  無 

 (9) 契約書作成の要否  要 

 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 

   上記３(1)に同じ。 

 (11) 詳細は発注説明書による。 

 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: NAKAZAWA  

Kotaro , Director General (in charge of accounting duties), Japan 

Environmental Storage & Safety Corporation. 

(2) Classification of the products to be procured:71，27 

(3) Nature and quantity of the products to be purchased: Help Desk for 

JESCO, in 2022/10/01 to 2024/03/31. 1 Set. 

(4) Contract period: As shown in the tender documentation. 

(5) Time-limit for the submission of application forms and relevant 

documents for the qualification: 16:00 22 August,2022. 

(6) Time-limit for the submission of tenders：16:00 15 September, 2022. 

(7) Contact point for tender documentation: Contract and Purchasing 

Division, Japan Environmental Storage & Safety Corporation,1-7-17 

Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014,TEL 03-5765-1916 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度～令和 05 年度） 

 
 
（配布資料） 
 
 

１．「発注説明書」（別紙を含む） ６頁 

２．「現場説明書」 １頁 

２．「入札（見積）者に対する指示書」（別紙を含む） ２０頁 

３．「委託契約書（案）」 １１頁 

４．「仕様書」（別添を含む） ２３頁 

５．「競争参加資格確認申請書」 １頁 

６．「（参考）秘密保持契約書」 １項 

 
 
 
 
 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
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発 注 説 明 書 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和

05 年度）に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書によるものと

する。 

 

１ 公 告 日   令和 4 年 7 月 21 日  

 

２ 契 約 職   中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 中澤 幸太郎 

 

３ 調達概要 

(1) 件 名 JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和 05 年度） 

(2) 仕 様 等  仕様書による。 

(3) 契 約 期 間 契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日 

 (4) 入 札 方 法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10

パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100

に相当する金額を入札書に記載すること。 

(5) そ の 他 本調達は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注

するものである。 

 

４ 競争参加資格 

  競争参加資格確認申請書の提出期限（令和 4年 8月 22日）において次の条件を全て満

たしている者であること。 

 (1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。 

 (2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 (3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

 (4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の

重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった

者でないこと。 

 (5) 会社更生法に基づき更生手続の開始の申立がなされている者又は民事再生    

法に基づき再生手続き申立がなされている者でないこと。 

 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団又は

暴力団員と関係がないこと。 

 (7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環
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境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間

中でないこと。 

(8) 令和 04・05・06 年度に有効な全省庁統一資格(物品の販売、営業品目「電子計算

機類」、役務の提供等、営業品目「情報処理」および「ソフトウェア開発」)があ

る者。（当該資格について、競争参加資格確認申請書の提出期限において申請中

の者も可とするが、入札日までに当該資格を取得できない場合は参加資格を認め

ない。） 

 （9） 仕様書に指示された要件等を満たすことができること。 

 

５ 担当部課 

  〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル３号館４階 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課（担当：丸山）  

TEL  03-5765-1916  Mail keiyaku-2@jesconet.co.jp 

 

６ 競争参加資格確認申請書の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無に

ついて確認を受けなければならない。 

なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がな

いと認められた者は、本競争に参加することができない。 

(2) 競争参加資格確認申請書の提出 

① 提出期間 令和 4 年 7 月 21 日(木)から令和 4 年 8 月 22 日(月)まで 

土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時以

下同じ。 

  ② 提出場所 ５に同じ。 

  ③ 提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

         ※郵送の場合は配達の記録が残る方法に限る。なお、担当者の名刺

を同封すること。 

※押印省略される場合は電子メールにて提出すること。原本の提出

は不要。 

  ④ 提出部数 １部 

(3) 競争参加資格確認申請書 

   競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成するこ

と。 

(4) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法 

   通知予定日 令和 4 年 8 月 26日(金) 

   通 知 方 法 通知書を電子メール及び郵送する。 

(5) その他 

  ① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

  ② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無
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断で使用しない。 

  ③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。 

  ④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出（部分的な再提出を含

む。以下同じ。）は認めない。 

  ⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は５に同じ。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認

めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができ

る。 

  ① 提出期限 令和 4 年 8 月 29 日(月) 12 時まで 

  ② 提出場所 ５に同じ。 

  ③ 提出方法 書面は、押印後のものを PDF に変換し電子メールにより提出するこ

と。（提出期限必着） 

※原本は後日を提出すること。 

(2) 契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和 4 年 8 月 31

日(水)までに書面により回答する。 

 

８ 発注説明書に対する質問及び回答 

(1) 本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある

場合は、次に従い、書面（別添「質問･回答書」）により提出すること。  

①提出期間：[競争参加資格に関するもの] 

令和 4 年 7 月 21 日（木）から令和 4 年 7 月 29 日（金）まで 

[発注内容に関するもの] 

令和 4 年 8 月 26 日（金）から令和 4 年 9 月 2 日（金）まで 

②提出場所：５に同じ。                       

③提出方法：電子メールにより提出すること。（提出期限必着） 

(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおりとする。 

[競争参加資格に関するもの] 

閲覧期間 令和 4 年 8 月 3 日（水）から令和 4 年 8 月 22 日（月） 

回答方法 閲覧により回答する。（希望者には電子メール送信） 

回答場所 ５に同じ。 

[発注内容に関するもの] 

回 答 日 令和 4 年 9 月 9 日（金） 

回答方法 電子メールにより回答する。 

※競争参加資格を認められた者に対して回答。 

 

９ 入札書の提出について 

 (1)提出期限 令和 4 年 9 月 15 日（木） 16 時 00 分 

 (2)提出場所 ５に同じ。 
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 (3)提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

※郵送の場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

 (4)そ の 他 入札書の日付は、入札書提出期限（令和 4 年 9 月 15 日）までの日付を

記入すること。 

入札金額については、業務 1 式あたりの金額（税抜）を記載すること。 

開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。 

 

10 開札の立ち会い等について 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。 

 ※開札日当日の手順については、入札（見積）者に対する指示書に定めるとおり

とする。 

 

11 開札の日時及び場所等 

(1) 日時 令和 4 年 9 月 16 日（金） 10 時 30 分 

(2) 場所 ５に同じ 

 

12 入札方法 

 (1) 入札書は、持参又は郵送すること。（1 回目のみ。2 回目は電子メールを送信

後、原本を郵送） 

 (2) 入札金額については、業務 1 式あたりの金額（税抜）を記載すること。 

 (3) 入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。 

 (4) 2 回の入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者

と見積合せを行う。 

 

13  入札保証金  免除 

 

14  契約保証金  免除 

 

15  業務費内訳書の提示 

(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の

提示を求める。 

(2) 内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかに

すること。 

 

16  入札の無効 

入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、競争参加資格確認申請書に虚

偽の記載をした者の行った入札並びに別添「入札（見積）者に対する指示書」において

示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契

約者としていた場合には契約決定を取り消す。 

なお、契約職により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札執行の時に
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おいて指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他４に掲げる資格の

ないものは、競争参加資格のないものに該当する。 

 

17  落札者の決定方法 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落

札者となるべき者の入札価格によっては、その者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札

者とすることがある。 

 

18 手続における交渉の有無  無し 

 

19  契約書作成の要否等  別添「委託契約書（案）」により、契約書を作成する。 

 

20  支払条件  完了払い 

 

21 その他 

(1) 入札参加者は、別添「入札（見積)者に対する指示書）を熟読し、遵守すること。 

(2) 競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領

に基づく指名停止を行うことがある。 

 (3) 別添様式等 

   ① 現場説明書 

② 入札（見積）者に対する指示書（質問・回答書含む） 

   ③ 委託契約書（案） 

   ④ 仕様書 

   ⑤ 競争参加資格確認申請書 



「発注手続日程（予定）」                   別紙  

件名：  JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和 05 年度） 

  入札公告（官報およびＨＰ）  ７月２１日(木) 

     

 

  

競争参加資格等に関する 

質問書の提出期間  

 ７月２１日(木) 

 ～７月２９日(金) 

   

    

  同質問書に対する回答日期間 

  ８月３日(水) 

   ～８月２２日(月) 

      閲覧による 

    

 
競争参加資格申請書の提出期間 

 ７月２１日(木) 

   ～８月２２日(月) 

 郵送の場合は担当者の名刺を同封すること  

 
競争参加資格の確認結果の通知 

 ８月２６日(金) 

電子メール 

   

 
発注内容等に関する質問書の提出期間 

  ８月２６日(金) 

～９月２日(金) 

    

  資格がないと認めた理由

の説明要求期限 

 
８月２９日(月) 

     

  同質問に対する回答日  ８月３１日(水) 

     

 
同質問書に対する回答日 

  ９月９日(金) 

電子メールによる 

     

 入札書提出期限  ９月１５日(木) 16:00 

    

 開      札  ９月１６日(金) 10:30 

   

 契      約  ９月２６日(月) 予定 

   

 入札結果公表（官報およびＨＰ）   

※時間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10～12 時及び 13～16 時。 

※質問書は提出期限までに電子メールで送信すること。 
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現 場 説 明 書 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 

 

 

業 務 名   JESCO サポートデスク業務（令和 04年度及び令和 05 年度） 

 

契約期間   契約締結日から令和 6 年 3月 31日まで 

 

 上記業務につき下記のとおり説明する。この説明は、契約仕様書等と同様の効力を有する

ものとする。   

 

１．入札（見積）は「入札（見積）者に対する指示書」の定めるところに従って行なう。 

         

２．質問回答は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。 

 

【競争参加資格に関するもの】 

（１）質問書提出期間 

令和 4年 7月 21日（木）から令和 4年 7 月 29 日（金）16：00まで。 

上記期間の毎日 10時から 12時及び 13 時から 16 時まで。以下同じ。 

（２）提出方法 電子メールにより提出すること。（提出期限必着） 

（３）質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課 

                TEL:03-5765-1916  E-mail:keiyaku-2@jesconet.co.jp 

（４）質問書に対する回答閲覧期間 

令和 4年 8月 3 日（水）から令和 4年 8 月 22 日（月） 

（５）回答閲覧場所 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

※希望者には電子メール送信 

 

【発注内容に関するもの】 

（１）質問書提出期間 

  令和 4年 8 月 26 日（金）から令和 4 年 9月 2 日（金）16：00 まで。   

（２）提出方法 電子メールにより提出すること。（提出期限必着） 

（３）質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課 

TEL:03-5765-1916  E-mail:keiyaku-2@jesconet.co.jp 

（４）質問書に対する回答日 

 令和 4 年 9月 9日（金） 

（５）回答方法 電子メールにより回答。 

tel:03-5765-1916
tel:03-5765-1916
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入札（見積）者に対する指示書 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「会社」という。）が締結する業

務等契約に関する入札（見積）（以下「入札」という。）執行上の注意事項並びに契約締結

上の必要事項について指示するものである。 

 

一 入札執行上の注意事項 

 

 第 1  入札者の注意事項 

   入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 

1  入札者は、発注説明書、仕様書、契約書（案）等を熟知のうえ、入札しなければな

らない。 

2  入札者は、所定の時刻の少なくとも 10分前に集合し、必要な書類を提出し、審査

を受けること。 

3  入札書は別添様式第３号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。 

4  入札金額は、仕様書及び契約書（案）（以下「仕様書等」という。）により積算す

ること。なお、入札日の前日までに仕様書等について修正があった場合は、修正後の

仕様書等により積算すること。 

5  入札書は、競争参加資格確認申請書により、会社に届け出た代表者名及び印章を押

印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。 

① 代理人により入札する場合は、別添様式第１号－１の委任状を入札の執行前に提

出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記

載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札

書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。 

② 代理人が復代理人を選任する場合は、別添様式第１号－２及び第２号の復代理人

に対する委任状を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任

状の作成がない限り、復代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任

する日付は、入札日以前であること。 

6  入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。 

7   送付により入札書を提出する場合（送付による提出が認められている場合に限る）

は、次の方法によること。 

① 入札書の日付は、入札日（入札書提出期限）までの日付を記入すること。 

② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状（代理人又は復代理人により入札する場

合に限る）、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封

入すること。なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明

記すること。 

③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律

第 99 号）第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定す

る特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。 

8  入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができ

ない。 
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9  入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞

退することができる。 

入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところ

により申し出るものとする。 

① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第１１号による入札（見積）辞退書

を発注者に直接持参し、又は送付（入札又は見積り執行日の前日までに到着するも

のに限る。）して行う。 

② 入札又は見積り執行中にあっては、入札（見積）辞退書又はその旨を明記した入

札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 

入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益

な取扱いを受けるものではない。 

 

 第 2  公正な入札の確保 

１  入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 

号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

2   入札者は、入札にあたっては、他の入札者と入札意思、入札価格又は入札書、入札

金額内訳書その他提出する書類（以下「入札書等」という）の作成についていかなる

相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 

3   入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格、入札書

等を意図的に開示してはならない。 

 

 第 3  入札の無効 

   次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。 

1  入札書の金額が訂正してある場合 

2  入札者の記名又は押印が欠けている場合 

3  誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合 

4  再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合 

5  送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された

場合 

6 送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等

が提出された場合 

7 一般競争における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合 

8 競争に参加する資格のない者が入札を行った場合 

9 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合 

10 明らかに連合によると認められる入札を行った場合 

11 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は会

社の指示に従わなかった場合 

 

 第 4  入札の中止その他  

入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執

行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

 第 5  開札及び落札者（見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。）の決定 
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1  開札は、会社が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後に、入札者又

はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立ち会いを希望する入札者等は、別添様式

第１０号により申し込むこととする。 

2  落札者の決定方法 

① 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不

適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した

他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

② 「契約細則第１７条第３項に関する基準及び事務手続きについて（低入札の基準）」

の規程により競争入札において、予定価格が１０００万円を超える工事、測量業務、

建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の

請負契約（物品の売買、賃貸等の契約を除く）において、調査基準価格を設定した

案件について、落札者となるべき者の入札価格が第２条に基づく調査基準価格を下

回る場合は、第６条に基づき低入札価格調査を行うものとする。 

③ 調査基準価格を下回った場合の措置 

  調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内

容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から

事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期

間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。 

3  前号の決定方法によって落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるとき

は、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該

入札者のうちにくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを

引かせる。 

4 開札の結果は、開札に立ち会っている入札者等には口頭により通知し、その他の入

札者には電子メールにより通知する。 

5 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行う。この場合、前回の入

札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。 

  ただし、開札会場に入札者全員が立ち会っていない場合は、別途日を改めて再度の

入札を行う。 

6  前号の再度の入札は、原則として 1 回を限度とする。 

7 前号の再度の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者から順次見積り合せ

を行う。 

 

二 契約上の注意事項 

 

 第 1  契約書等 

1  落札者は、会社所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から 7 日以内に

提出しなければならない。ただし、承諾をえて、この期間を延長することができる。 

2  契約書を作成する場合において、会社が落札者とともに記名押印しなければ、当該

契約は確定しないものとする。 

3  契約締結後 14 日以内に契約金額内訳書を提出すること。 
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4  別添様式第６号の着手届及び別添様式第４号の業務管理者届をそれぞれ提出する

こと。 

    5   業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ別添様式第５号の再委任等承諾

申請書を提出すること。 

        

 第 2  契約の保証 

  入札保証金免除、契約保証金免除。 

 

 第 3  契約代金の支払 

1  目的物が完成したときは、別添様式第７号の完了届を提出するものとする。 

2  目的物が完成し、会社の検査に合格したときは、別添様式第８号の引渡書を提出す

ること。 

3  完了代金は、別添様式第９号の代金支払請求書に基づき振込み支払とする。 

 

 

三 その他の事項 

1  入札者は、入札の際又は速やかに、入札金額内訳書を必ず提出すること。 

2  入札者は、入札の執行後においては、本指示書、仕様書等、現場の状況等について

の不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。 
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（様式第１号－１） 

 

                

         委   任   状  
 

 

 

 私は、（会社名              、所属部課名            、

氏名            ）を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 

 業 務 名                                 

 

 委任事項  入札（見積）に関すること。 

 

 代 理 人                   印 

 

 

                    

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

                 住  所 

 

                 会 社 名                

 

                 代 表 者               印  

                                  

 

 

※日付は入札日以前であること。 
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（様式第１号－２） 

 

                

          委   任   状  
 

 

 私は、（支社名              、所属部課名            、

氏名            ）を代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 業 務 名                                

 

 委任事項 一 入札（見積）に関すること。 

      二 復代理人を選任すること。 

      三 委託契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。 

      四 諸願届等に関すること。 

 

  住  所 

 

  会 社 名                  

 

  代 理 人                 印 

 

  

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿  

 

                 住  所 

 

                 会 社 名                  

 

                 代 表 者                 印 

  

                                  

 

※日付は入札日以前であること。 
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（様式第２号） 

 

               （復代理人用） 

         委   任   状  
 

 

 私は、（支社名              、所属部課名            、

氏名            ）を復代理人と定め、次の権限を委任します。 

 

 業 務 名                               

 

 委任事項  入札（見積）に関すること。 

 

 復 代 理 人               印 

  

 

 

 

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿   

 

                住  所 

 

                会 社 名                  

 

                代 理 人                    印 

 

                 

 

※日付は入札日以前であること。 
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（様式第３号） 

 

 

入札（見積）書  
 

     

   

      

 

 金   

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     

    

    

                                                                         

 

   業 務 名                           

 

     上記の金額により入札（見積）いたします。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

               住 所      

               会 社 名                      

               代表者氏名                 

               代理人又は復代理人氏名            印 

 

                     

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿  

 

 

 

 

 （注）送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。 

    入札（見積）書は、封かんし、業務名を表記すること。 
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入札（見積）書封かん例 
 

            （表面）                         （裏面） 

 

 

 

 

    中          業 

  間          務 

  契貯   令     名 

 約蔵   和         入 

 職・         

 取環          

 締境   年      札 

 役安          

  全             ）  

   事   月        

 殿業             見 

  株          

  式   日       積 

  会             

    社            （   

               

書 

                    

 

  入札者の名称  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  印   

  

 印  

  

 

 

 

 

社名等 
 

  印   

  

 

 

※入札金額内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び入札金額内訳書在中の旨表記する

こと。 
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（様式第４号） 

                       令和  年  月  日 

 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿  

 

 

                 住 所      

 

                 会 社 名                    

 

                 代表者氏名               

 

 

業務管理者届  
 

 

     業 務 名                           

 

 

    標記の業務について、（氏名        ）を業務管理者として、選任いたし 

 

   ますので、当人の経歴書を添えてお届けします。 

 

 

 

  

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第４号－１） 

 

経   歴   書 

 

氏 名 

 

生 年 月 日 

 

現 住 所 

 

最 終 学 歴 

 

資格及び取得年月日 

 

 

 

職 歴 

 

 

 

業 務 歴 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

氏 名            
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（様式第５号） 

 

 

再委任等承諾申請書 

 

令和  年  月  日 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎   殿 

 

 

                 住   所 

                 会 社 名 

                 代表者氏名              

 

 

 

 本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第５条の

規定に基づき承諾を求めます。 

 

 

記 

 

１ 業務名： 

 

２ 契約金額： 

 

３ 再委任等を行う業務の範囲： 

 

４ 再委任等を行う業務に係る経費： 

 

５ 再委任等を必要とする理由： 

 

６ 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所： 

 

７ 再委任等を行う相手方を選定した理由（再委任等する業務を履行する能力など）： 

                        

  担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第６号） 

                       令和  年  月  日 

 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿  

 

 

                 住 所      

 

                 会 社 名                   

 

                 代表者氏名              

 

 

着  手  届  
 

 

      業 務 名                          

 

 

      標記の業務について、令和  年  月  日着手しますので、 

 

     お届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第７号） 

                       令和  年  月  日 

 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿  

 

 

                 住 所      

 

                 会 社 名                    

 

                 代表者氏名               

 

 

完  了  届  
 

 

      業 務 名                           

 

 

      標記の業務について、令和  年  月  日（一部）完了し 

     ましたので、お届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

                   

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第８号） 

令和  年  月  日 

 

 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 契約職取締役 中澤 幸太郎 殿  

 

 

           

                          住   所 

                   会 社 名 

                                   代表者氏名                     

 

 

 

引  渡  書 
       

 

 

     業 務 名                              

  

                   一部完了 

標記業務について、令和 年 月 日に      検査に合格いたしましたので、これを
                

完  了 

お引き渡し致します。
 

 

 

  

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 

部 署 名： 

責任者名： 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

Ｅ-mail ： 
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（様式第９号） 

令和  年  月  日 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

                                  

                                 

                                      所 在 地                   

                                  商号又は名称 

                                代 表 者 名                         印 

 

 

代金支払請求書 
                              

   

  業 務 名                                   

 

 上記の業務については、令和  年  月  日に引渡しが完了いたしましたので下記の

とおり請求いたします。   

 

 

記 

 

金                  円  

                                                              

上記金額について、下記にお振込戴きたくお願いします。 

 

振込指定金融機関                    

          支店名                                      

 

                                                            

預 金 種 別                            

 

口 座 番 号                            

 

口 座 名 義                            
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（様式第１０号） 

 

開札立会申込書 

                                                                        

 業 務 名     

 

  

  

  

  

  

  

 開札日時  令和  年  月  日   時  分 

 
開札場所

 

 

 東京都港区芝１－７－１７住友不動産芝ビル３号館 

 中間貯蔵・環境安全事業(株)   

  会社名 

  及び 

 代表者名 

 

 

                                         

立会者 

所属・職名 

氏名 

連絡先 

 

 

                      印 

 TEL 

 

 ※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと 

 

  ① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。 

   本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。 

  ② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された

旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10 分前に集合して下さい。 

  ③ 本書面の提出  

   提出期限 令和  年  月  日（ ）   時 

提出場所 東京都港区芝１－７－１７ 住友不動産芝ビル３号館 ４階  

         中間貯蔵・環境安全事業(株) 管理部 契約・購買課 

             ＦＡＸ０３－５７６５－１９３９ 電話０３－５７６５－１９１６ 

      提出方法 持参、郵送又はＦＡＸ 
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（様式第１１号） 

                                                         令和  年  月  日 
 
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
契約職取締役  中澤 幸太郎 殿 
 

住   所             
会 社 名             
代表者氏名 印 

                                         
 
 

入札（見積）辞退書 
 
 

業 務 名                                                   
                                                                     
 
 

標記について入札を辞退いたします。 
 
   辞退となった理由（可能な範囲で記載願います） 
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質問・回答書 

 

    業務名 

 

  

 

 

    会社名 

 

 

                                                   

 

   担当者名 

 

                                                   

 

質問番号 

 

仕様書頁 

 

       質  問 

 

       回  答 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

１．質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。 

２．期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。 

   

 

                            中間貯蔵・環境安全事業株式会社 



別紙 

開札手順 

 

■入札書提出期限まで 

入札参加者 JESCO 

開札日当日の待機者の連絡先を提出（メール） 

（電話番号、メールアドレス） 

 

 

 

■開札日当日 

開札（1回目） 

入札参加者 JESCO 

 

開札時間 
※待機すること。（開札～結果

通知まで） 

1回目開札結果のメールを送信 

1 回目不落の場合は再度入札の時間を

メールで送信する 

 

再度の入札を行う場合（2回目開札） 

入札参加者 JESCO 

開札 10分前 2回目の入札書又は辞退書（押

印済み PDF）のメールを送信 

※待機すること 

 

2回目開札時間 ※待機すること(開札～結果

通知まで) 

2回目開札結果のメールを送信 

 

 

 注 1：2 回の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者から順次見積合わせを

行うので、別途連絡する。 

 注 2：落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査

を行うので、別途連絡する。 

 注 3：辞退する場合は、期限までに辞退する旨のメールを送信すること（その場合は辞

退書を添付）。 

 注 4：PDFで送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。 

注 5：メール送付先 E-mail: keiyaku-2@jesconet.co.jp 
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委 託 契 約 書（案） 

 

 

１ 業  務  名     JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和 05 年度） 

 

２ 業 務 期 間    自 令和 年  月  日 
                 至  令和６年３月３１日 

 

３ 業務委託料   金         円 

          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金        円） 

 

４ 支 払 方 法   完了払 

 

 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和 年 月  日 

 

               委託者 住 所 東京都港区芝一丁目７番１７号 

氏 名  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

                         契約職取締役          印 

 

受託者  住 所   

氏 名   
                                      印 
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 （総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書（特記仕様

書及び質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、この契約（この契約書及び仕様書を内容とする業

務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書及び仕様書に記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の業務期間（以

下「業務期間」という。）内に完了し、契約の目的物（以下「成果物」という。）を委託者に引き

渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３ 委託者は、その意図する業務を遂行させるため、業務に関する指示を受託者に対して行うことが

できる。この場合において、受託者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 

４ 受託者は、この契約書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者で協議が

ある場合を除き、業務を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 

５ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商

法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

７ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

８ この契約に係る訴訟の提起又は調停（第３５条の規定に基づき、委託者と受託者で協議の上選任

される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属

的管轄裁判所とする。                   

 （指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以

下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に

規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った

指示等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３ 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容

を書面に記録するものとする。 

  （権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 （著作権等の譲渡等） 

第４条 受託者は、成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著

作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権（著作権

法第２１条から第２８条に規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡

するものとする。 

２ 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承

諾なく自由に公表することができる。 

３ 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当

該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のた

めにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当し
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ない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。 

５ 受託者は、成果物（業務を行う上で得られた記録を含む。）が著作物に該当するとしないとにか

かわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、又第１条第５項の規程にか

かわらず、当該成果物の内容を公表することができる。 

６ 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第１０条第１項第９

号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第１２条の２に規定する

データベースの著作物をいう。）について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、

当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 

 （一括再委託の禁止） 

第５条 受託者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。 

  ただし、業務の一部であってあらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 （特許権等の使用） 

第６条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されてい

る第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっているものを使用するときは、その使

用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 （業務管理者） 

第７条 受託者は、業務管理者を選任し、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければなら

ない。 

２ 業務管理者は、この契約の履行に関し、その運営及び統括を行うほか、業務委託料の変更、業務

期間の変更、業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づ

く受託者の一切の権限を履行することができる。   
３ 委託者は、業務管理者又は第５条の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った

者がその業務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示し

た書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。    
４ 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を請求を受けた日から１０日以内に委託者に通知しなければならない。 

 （調査社員） 

第８条 委託者は、調査社員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査社

員を変更したときも、同様とする。 

２ 調査社員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる

事項のうち委託者が必要と認めて調査社員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、

次に掲げる権限を有する。 

 一 委託者の意図する業務を完了させるための受託者又は受託者の業務管理者に対する業務に関す

る指示 

 二 この契約書および仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回

答 

 三 この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務管理者との協議 

 四 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２名以上の調査社員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査

社員の有する権限の内容を、調査社員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときに
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あっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく調査社員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならな

い。 

５ この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、調査社員を経由して行うものと

する。この場合においては、調査社員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。 

（実施計画書の提出） 

第９条 受託者は、この契約締結後、１４日以内に仕様書に基づき、実施計画書を作成し、委託者に

提出しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１０条 受託者は、業務を遂行するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、そ

の旨を直ちに委託者に通知しなければならない。 

 一 仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が

定められている場合を除く。）。 

 二 仕様書に誤謬又は脱漏があること。 

 三 仕様書の表示が明確でないこと。 

 四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 

 五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ

と。 

２ 委託者は、前項の規定による通知があったときは、直ちに調査を行わなければならない。この場

合において、受託者は委託者の行う調査に立ち会わなければならない。 

 （仕様書の変更） 

第１１条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受託者に通知して、仕様書を

変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは業務委託料

を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （業務の一時中止） 

第１２条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部

又は一部を一時中止させることができる。 

２ 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは

業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要とした

とき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（適正な業務期間の設定） 
第１３条 委託者は、業務期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その

他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込ま

れる日数等を考慮しなければならない。 
 （受託者の請求による業務期間の延長） 

第１４条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により業務期間内に業務を完了することが

できないときは、その理由を明示した書面により委託者に業務期間の延長変更を請求することがで

きる。 
２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務

期間を延長しなければならない。委託者は、その業務期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由に
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よる場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼ

したときは必要な費用を負担しなければならない。 

（委託者の請求による業務期間の短縮等） 

第１５条 委託者は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更

を受託者に請求することができる。 

２ 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受

託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 （業務期間の変更方法） 

第１６条 業務期間の変更については、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら１４日以内に協議が整わなかったときは、委託者が定め、受託者に通知する。 

 （業務委託料の変更方法等） 

第１７条 業務委託料の変更については、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日

から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものと

する。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が

負担する必要な費用の額については、委託者と受託者で協議して定める。 

 （一般的損害の負担） 

第１８条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害（次条に規定する損害を除く。）について

は、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生

じたものについては、委託者が負担する。 
（第三者に及ぼした損害） 

第１９条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わ

なければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。 

 （業務委託料の変更に代える仕様書の変更） 

第２０条 委託者は、第１１条、第１２条、第１４条、第１５条及び第１８条の規定により業務委託

料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の

増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様

書の変更内容は、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始の日から１４日以内に協議

が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければ

ならない。ただし、委託者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じ

た日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者

に通知することができる。 

 （検査及び引渡し） 

第２１条 受託者は、業務を終了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。 

２ 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた社員（以下「検査員」という。）は、前項の規定

による通知を受けたときは、通知を受けた日から１４日以内に受託者の立会いの上、業務の終了を

確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。 
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３ 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たと

きは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 

４ 受託者は、業務が前２項の検査に合格しないときは、直ちに必要な措置を講じて委託者の検査を

受けなければならない。 

 （業務委託料の支払） 

第２２条 受託者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができ

る。 

２ 委託者は、前項の規定により請求があったときは、請求を受けた月の翌月末日までに業務委託料

を支払わなければならない。 

３ 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を

経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日

数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、

約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（契約不適合責任） 
第２３条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以

下「契約不適合」という。）であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによ

る履行の追完を請求することができる。 
２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請

求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 
３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行

の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求す

ることができる。 
一 履行の追完が不能であるとき。 
二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を

経過したとき。 
四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見

込みがないことが明らかであるとき。 
（委託者の任意解除権） 

第２４条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第２６条の規定によるほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 
２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 
（委託者の催告による解除権） 

第２５条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を

経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、

この限りでない。 
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一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがない

と認められるとき。 
三 業務管理者を配置しなかったとき。 
四 正当な理由なく、第２３条第１項の履行の追完がなされないとき。 
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
（委託者の催告によらない解除権） 

第２６条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 
一 第３条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 
三 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意

思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができな

いとき。 
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけれ

ば契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経

過したとき。 
六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契

約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 
七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 
八 第２８条又は第２９条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
九 受託者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。）が暴力団員であると認められるとき。 
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを

知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方として

いた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、
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受託者がこれに従わなかったとき。 
（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２７条 第２５条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、委託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
（受託者の催告による解除権） 

第２８条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した

時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り

でない。 
（受託者の催告によらない解除権） 

第２９条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 
一 第１１条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 
二 第１２条の規定による業務の一時中止期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０分の５が

６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、一時中止が業務の一部のみの場合は、その

一部を除いた他の部分の業務が完了した後３月を経過しても、なおその一時中止が解除されない

とき。 
（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第３０条 第２８条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受託者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
（解除に伴う措置） 

第３１条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を終了

した部分があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務

委託料（以下「既履行部分業務委託料」という。）を受託者に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する既履行部分業務委託料は、委託者と受託者で協議して定める。ただし、協議開始

の日から１４日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 

３ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及

び受託者が民法の規定に従って協議して決める。 

（委託者の損害賠償請求等） 

第３２条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

三 第２５条又は第２６条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の１０

分の１に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第２５条又は第２６条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 

二 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由に
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よって受託者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）

の規定により選任された破産管財人 

二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１

５４号）の規定により選任された管財人 

三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第二号に該当する場合とみな

される場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第一号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行

部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計

算した額とする。 

（受託者の損害賠償請求等） 

第３３条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照ら

して委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

一 第２８条又は第２９条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 第２２条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金

額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者

に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第３４条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第２１条第３項又は第４項の規定による引渡し（以

下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条にお

いて「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠

を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

３ 委託者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項におい

て「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合に

おいて、委託者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、

契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 委託者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の

消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せ

ず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
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７ 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわ

らず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはでき

ない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により

生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。

ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知し

なかったときは、この限りでない。 

（紛争の解決） 

第３５条 この契約の各条項において委託者と受託者で協議して定めるものにつき協議が整わなかっ

たときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者の間に

紛争を生じた場合には、委託者及び受託者は、委託者受託者双方の同意により選任した調停人のあ

っせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、

委託者と受託者で協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者のそれぞれが負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手

続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者の間の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第

１０９号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申立

てを行うことができる。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第３６条 本契約に関し、受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託

者の請求に基づき、契約期間全体の支払総額の１０分の１に相当する金額を違約金（損害賠償額の

予定）として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。本契約が終了した後も同様とす

る。 

一 本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である

事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に

対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の

規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定した

とき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含

む。）。 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命

令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体（以下「受託者等」という。）に対して行

われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていない

ときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納

付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第

１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違

反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合

において、本契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に

対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である

当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、
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かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四 本契約に関し、受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規

定する刑が確定したとき。 

２ 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経

過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利

息を委託者に支払わなければならない。 

（補則） 

第３７条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託

者で協議して定める。 
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令和 04 年 07 月 11 日 
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

管理部 経営企画課 情報システム・ソリューション室 

 

JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和 05 年度）仕様書 

 

１．業務名 

JESCO サポートデスク業務（令和 04 年度及び令和 05年度） 

 

２．目的 

令和３年度以降、中間貯蔵・環境安全事業株式会社において、テレワーク用 PC の増加による管

理台数の増加、社外で稼働する PC が増加したことによる管理手法の変化の為、ワークロードが増

大している。 

更に Teams など新たなクラウドツール採用によりクラウドアプリのサポート工数の増加により、

専門性のサポートも必要となっている。 

そのため、本業務によりアウトソーシングを行い、自動化・効率化によるワークロードの減少と、

専門性のサポートを両立すること目的として、今回調達を実施することとしたい。 

 

３．業務期間 

契約日から令和 06年 03 月 31 日まで 

 

４．業務範囲 

４-１．本業務の規模 

本業務の対象となるのは以下の通りとなる。(令和 04年 06 月 30 日現在) 

No. 名称 数量 説明 

1 当社事務従事者 約 780 名 当社において当社業務に従事している役社員そ

の他の当社の指揮命令に服している者であっ

て、当社の管理対象である情報及び情報システ

ムを取り扱う者をいう。 

2 ＰＣ端末 

(母艦ＰＣ) 

約 1,000 台 ＰＣ等端末の中で、事務従事者が、社内 LAN に

接続し業務の遂行に用いる端末のことを示す。

主に Windows OS のデスクトップ型およびラッ

プトップ型のＰＣとなる。 

3 モバイルＰＣ端末 約 500 台 事務従事者が、社外で業務の遂行に用いる端末

のことを示す。出張や在宅勤務用に配布してい

るラップトップ型のＰＣがこれにあたる。 

社内接続は VPN 経由で実施する。 

4 スマートデバイス 約 1,000 台 事務従事者が、社内外で利用するスマートデバ

イスのことを示す。社給のもの及び事務従事者

個人の所有する端末を業務使用する場合もここ

に含める。 
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5 サーバ機器 約 60 台 本社および、データセンターやクラウド環境に

あるサーバと、各拠点に存在するファイルサー

バや配布ポイント等を示す。 

7 キッティング台数 約 180 台 年間にキッティングする「ＰＣ等端末」「モバイ

ル端末」の数量 

例年４月、１０月分の作業量が多くなる。 

8 ＰＣマスタ作成数 約 24式 年間に新規作成もしくは修正するＰＣマスタの

数量(新規 8、修正 16 を想定) 

※本業務の規模としては考慮に入れないが「ＰＣ等端末」とは、当社イントラネットに接続

可能なＰＣ端末・モバイルＰＣ端末、スマートデバイス(iPhone / iPad / Android 端末

等)、周辺機器、プリンタ等を含む OA 機器の総称のことである。 

※ＰＣ等端末、サーバ機器等の詳細なリストに関しては、希望があれば【参考資料】として

秘密保持契約締結のうえ配布する。 

 

４-２．本業務の概要 

本業務は当社の情報セキュリティポリシーに沿って行うこと。 

以下の業務を実施する。 

No. 名称 説明 

1 ヘルプデスク業務 

(問い合わせ対応) 

一次サポートは、問い合わせフォームを用いた

事務従事者からのインシデント対応（受付・回

答）を実施する。 

※電話による一次受付は、当社が実施するので、

本業務には含まれない。 

 

二次サポートは、当社からの依頼に基づく技術

的な問い合わせや、製品の使い方、トラブルなど

に関する問い合わせや作業に対応する。「ＰＣ端

末」「モバイルＰＣ端末」「スマートデバイス」を

業務利用する際に発生した周辺機器やプリンタ

等の問題に関しても対応すること。内容によっ

ては製品ベンダーへの問合せを行うこととす

る。 

2 ヘルプデスク業務 

(人事異動対応) 

当社からの依頼に基づく、ユーザーアカウント

の追加・変更・削除を行う。当社からの依頼内容

に不明点がある場合は、作業前の日中帯に確認

を行うこと。指定された異動日に作業を行うこ

ととする。 

なお、人事異動に伴う、「ＰＣ端末」「モバイルＰ

Ｃ端末」の再キッティングは、キッティング業務

に含める。 

 



- 3 - 

3 「ＰＣ端末」「モバイル PC 端末」

のキッティング業務 

「ＰＣ端末」「モバイルＰＣ端末」の Windows OS

のキッティングを実施する。新しい機種は、キッ

ティング用のマスタを作成するものとする。既

存機種の再キッティングの場合は、用意されて

いるマスタを利用することができる。 

既 に 用 意 さ れ て い る マ ス タ に 最 新 の

WindowsUpdate を適用するのも本業務に含む。 

例：6月に作成したマスタを 11 月にキッティン

グに利用した場合、キッティング完了後に 7～11

月分の WindowsUpdate の適用を行わなければい

けない。その為、マスタに対して WindowsUpdate

を適用する場合がある。キッティング台数が少

ない場合は問題ないが、台数が多い場合は実施

する事を検討する。 

4 「ＰＣ端末」「モバイル PC 端末」

のアップデート及び管理業務 

「ＰＣ端末」「モバイル PC 端末」に、Microsoft

社のセキュリティ更新プログラムを適用する。

必要に応じて、OSバージョン更新（ 21H2 等の

更新 ）を行う。 

また、各端末は「MECM(Microsoft Endpoint 

Configuration Manager/ 旧 名  SCCM) 」 や

「Intune」を利用して情報を取得する。 

「ＰＣ端末」「モバイルＰＣ端末」はリストを作

成し更新すること。 

5 「サーバ機器」のアップデート

及び管理業務 

「サーバ機器」に、Microsoft 社のセキュリティ

更新プログラムを適用する。Windows OS 以外に、

Linux、仮想化基盤（VMware vSphere, Nutanix 

AHV)、一般的なミドルウェア(MS SQL Server、

Apache)があるが、Windows 同様にセキュリティ

更新プログラムに該当するものを適用するこ

と。 

「サーバ機器」はリストを作成し更新すること。 

6 ライセンス管理業務 「ＰＣ端末」「モバイルＰＣ端末」「サーバ機器」

等で利用している、ライセンスのリスト更新を

実施する。 

次年度に更新時期になるライセンスに関して

は、当社予算編成(11 月)にあわせて見積を提出

すること。 
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7 セキュリティ対策業務 セキュリティ向上対策として、当社の管理ソフ

トウェア等の情報をもとに、脆弱性の対応状況

などに関して、月次報告会にて現状報告を行う。

必要に応じて脆弱性の対応を行うための設定

や、設定の配布を「ＰＣ端末」「モバイルＰＣ端

末」「サーバ機器」に実施する。 

8 システム構築関連技術支援業務 障害発生時対応として、不具合のインシデント

受付、切り分け、報告等の一連の対応を行う。障

害対応を通じて少なくとも年に 1 回の改善提案

を行うこと。提案内容のメリットの大小は問わ

ない。別途費用の掛かる場合は、別途予算化を検

討するための見積を提出すること。 

9 その他運用管理業務 上記に含まれないが、大項目を作成するほどの

まとまりのない業務を実施する。 

※本業務に必要と当社が判断したマニュアル等については作成を行うこと。主に対象とな

るマニュアルは、ユーザ・管理者向けの操作マニュアルとなる。作成頻度は、数ページの

簡易なものを 10 回/年程度作成することを想定する。マニュアル作成の費用は本契約の

費用に含むこと。ページ数が数十ページに及ぶなど、大規模なマニュアル作成が必要とな

る場合は、両社で費用負担に関する協議を行うものとする。 

※各種リストは希望があれば【参考資料】として秘密保持契約締結のうえ配布する。 

 

 

４-３．対象となる拠点 

本業務の対象となるのは以下の通りとなる。(令和 04年 06 月 30 日現在) 

No. 拠点略称 人数 住所 

① 本社 258 東京都港区 

② 北九州 PCB 処理事業所 50 福岡県北九州市若松区 

③ 北九州 PCB 処理事業所 営業課 6 福岡県北九州市小倉北区 

④ 北九州 PCB 処理事業所 営業課(近畿・

東海エリア分室) 

大阪 PCB 処理事業所 営業課 

21 大阪市港区 

⑤ 豊田 PCB 処理事業所 39 愛知県豊田市細谷町 

⑥ 東京 PCB 処理事業所 39 東京都江東区海の森 

⑦ 大阪 PCB 処理事業所 28 大阪市此花区 

⑧ 北海道 PCB 処理事業所 50 北海道室蘭市仲町 

⑨ 中間貯蔵管理センター 120 福島県いわき市平字大町 

⑩ 中間貯蔵管理センター 楢葉オフィス 86 福島県二葉町楢葉町 

⑪ 中間貯蔵管理センター 福島事務所 25 福島県福島市大町 

⑫ 中間貯蔵管理センター 福島支所 3 福島県福島市本町 

⑬ 中間貯蔵管理センター 郡山支所 4 福島県郡山市朝日 

⑭ 中間貯蔵管理センター 新南相馬支所 4 福島県南相馬市原町区栄町 
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⑮ 中間貯蔵管理センター監視員待機所

（大熊） 

非公開 福島県双葉郡大熊町 

⑯ 中間貯蔵管理センター監視員待機所

（双葉） 

非公開 福島県双葉郡双葉町 

⑰ 中間貯蔵工事情報センター 非公開 福島県双葉郡大熊町 

⑱ 中間貯蔵管理センター 技術実証フィ

ールド 

非公開 福島県双葉郡大熊町 

⑲ 渋谷データセンター 非公開 東京都渋谷区 

※非公開拠点はいずれも小規模な拠点となる。 

 

４-４．対応時間・処理件数 

以下の対応時間・処理件数を想定している。 

No. 名称 説明 

1 ヘルプデスク業務 

(問い合わせ対応) 

作業日：当社カレンダー 

定時内（09 時～17時） 常時受付 

※基本的には土日祝が休みとなる、年末年始等

の長期休暇は官公庁に準じる。 

処理件数：20件/月程度を想定 

 

対応に必要と判断した機器、ネットワーク環境

については必要であれば当社からの貸与を可能

とする。 

2 ヘルプデスク業務 

(人事異動対応) 

作業日：当社カレンダー  

定時内（09 時～17時） 変更確認を実施 

定時外（17 時～） 変更を実施 

人事異動作業 

頻度： 月 3,4 回程度 

作業内容：発動日前日の定時後、登録変更 

処理件数： 

繁忙期①（3月～4月）：計 200 件程度 

繁忙期②（9月～10月）：計 100 件程度 

その他：20 件/月程度 

※繁忙期①の前年度は累計 200 件程度 

3 「ＰＣ端末」「モバイル PC 端末」

のキッティング業務 

作業日：当社カレンダー  

定時内（09 時～17時）  

PC マスタの処理件数： 

24 式/年 

※新規もしくは修正するＰＣマスタの数量 

キッティングの処理件数： 

180 台/年 

作業場所：当社の拠点内 
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超過時の対応： 

処理件数に関しては、日々変動のある項目で

ある為、「キッティング台数」「ＰＣマスタ作成

数」が上記数量を超えた場合は別途契約を実

施し、費用の支払いを行うものとする。また、

数量の変動があったときの為に、入札内訳で

数量変更時の単価がわかるようにしておくこ

と。 

※例年４月、１０月分の作業量が多くなる。 

納期の目安： 

当社からの依頼後 3営業日内とする。 

ただし、発送が不要であれば 4 営業日内とす

る。（人事情報の確定が 5営業日前であり、当社

から該当拠点への発送に 1～2日を要するため） 

補足事項： 

1 台のキッティングを JESCO 側と受託者にて役

割分担して行う場合は、作業量に応じて台数換

算すること。役割分担は 5章へ記載する。 

4 「ＰＣ端末」「モバイル PC 端末」

のアップデート及び管理業務 

作業日：当社カレンダー  

定時内（09 時～17時）  

随時実施： 

日次作業：ＰＣリスト更新 

主な作業： 

更新作業：月 1回程度 

作業内容：MECM サーバによる Windows Update 

更新、更新不具合への個別対応 

 

ＰＣリストは、上記キッティング業務の情報で

増減を管理し、「月次報告会議」にて報告を行う。 

5 「サーバ機器」のアップデート

及び管理業務 

随時実施 

日次作業：サーバリスト更新 

週次作業：目視監視 

主な作業： 

頻度：月 3,4 回程度 

作業内容：Windows Update、セキュリティパ

ッチ適用 

計画停止を行う場合は「月次報告会議」にて報告

を行う。 

6 ライセンス管理業務 「週次報告会議」にて、直近期限のライセンスに

関する報告を行う。 
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7 セキュリティ対策業務 随時実施 

月次作業：脆弱性対応情報の確認・報告 

セキュリティ向上施策対応： 

頻度：月 1回程度の依頼 

作業内容：当社からの依頼ベースの作業 

 

8 システム構築関連技術支援業務 随時実施 

月次作業：なし 

 

9 その他運用管理業務 随時実施 

月次作業：なし 

 

※システムメンテナンスの為の計画停止時間は、当社との調整の上、月に一回程度確保する

ことが可能である。ただし、計画停止は土日祝など利用者が少ない時間に行うこととし、

かつ利用者への影響を極力少なくなるよう工夫すること。 

 

４-５．契約の継続 

本契約は令和６年３月３１日までの契約であるが、各年度において以下評価により１年間

継続して契約を可能とする。 

No. 名称 説明 

1 サポートデスク満足度 システム担当者および一部利用者(拠点担当者等)による

アンケート得点総集計結果(100 点満点)により評価を実

施する。 

1.80 点以上で契約継続となる。 

2.60 点以上でも契約継続となるが、満足度向上のための

施策を実施することが条件となる。(価格変更含む) 

※どちらの場合も「4-1.本業務の規模」の要件により契

約金額を変更する可能性がある。 

2 運用タスク項目外作業 運用タスク項目外作業として費用が別途発生したものの

うち、本来運用タスクに含むべき項目であったと当社が

判断する場合は減点の対象となる。 

3 サービスレベル達成度 合意したサービスレベルを達成できなかった場合は、減

点の対象となる。詳細は、「6.運用実績の評価と改善」を

参照のこと。 

 

４-５-１．業務時期について 

初年度においては、2022 年 10 月～12 月を調整期間として、2023 年 1 月から本運用を

開始するものとする。ただし、ヘルプデスク業務に関しては、2022 年 10 月中に開始する

こと。2023 年 1～11 月の業務を 2023 年 12 月に評価し、当社から改善要望を提示する。

改善要望の結果を評価に加え、最終的に契約の継続を判断する。 

現行の受託業者から引き継ぎをうける場合は、４－５－２．引継ぎについても参照のこ
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と。 

４-５-２．引継ぎについて 

評価の結果継続にならなかった場合、後続の業務を受託した会社に対し引継ぎを実施す

るものとする。引継ぎ業務は３ヶ月間(04 月～06 月)とし別案件として発注を行う。案件

の金額は本件受託金額の 10 分の１を超えない額とする。 

引継ぎ期間においては、現行の受託業者が主体となって運用を継続しつつ、本件受託業

者への引継ぎを実施することとする。円滑な引継ぎを実施するために連絡体制図を作成す

ること。 

 

５．業務内容 

５-１．業務に関わる打合せ実施 

「作業項目、作業手順とその具体的な方法」は本運用開始時点で本件受託者により定義され

ている前提とし、日程調整、作業進捗報告は随時実施する。これについて必要に応じ、電話・

メール等による情報提供も行うこととする。 

また打ち合わせでは、必ず議事録を作成し当社の承認を受けることとする。 

 

５-２．作業計画の立案 

５-２-１．実施計画書作成 

本業務の作業を実施する受託会社は、運用開始時に本業務の実施計画書を作成し、当社担

当者の確認承認を受けることとする。内容に更新があった場合は随時修正とする。尚、実施

計画書には以下の内容を記載する。ベースとなるサービスがある場合は③～⑥の内容につ

いては、該当サービスのカタログで代用しても良い。 

① 作業スケジュール 

② 体制 

③ 作業場所 

④ 関係者（本業務受託会社、当社担当者）との調整内容・役割 

⑤ 業務担当者および業務責任者の職務経歴 

⑥ システム構成 

５-２-２．全体 WBS 作成 

本業務のうち、依頼ベースの作業でないものに関し、WBS(Work Breakdown Structure)の

作成を本運用開始時に行う。 

５-２-３．構成管理計画書作成 

本業務の、文書管理や資料管理に関する管理計画の作成を運用開始時に行う。 

 

５-３．会議体について 

以下の会議体に参加をすること。 

５-３-１．週次報告会議 

週次の定例会議に参加し、サポートデスクで実施しているタスクの進捗状況、課題の宿

題事項などについて、先週分以降の状況報告を行うこと。 

５-３-２．月次報告会議 

月次レポート、作業報告書をもとに月次の定例会議に参加し、サポートデスクの運用状

況、サービスレベルの達成状況について、前月分の状況報告を行うこと。また、本案件の
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保守範囲内における重大な障害について障害報告を行うこと。変更・アップデート・リリ

ース計画については「５-２-１．実施計画書作成」・「５-２-２．全体 WBS 作成」に含める。 

業務を進めていく上で発生した問題発生時の課題管理、議題フォローを実施すること。 

システム上の課題に対する対応状況について報告すること。システムリソースの利用状

況と、見直しの是非についても報告すること。 

重大な障害について障害報告を行うこと。 

変更・アップデート・リリース計画と対応状態を報告すること。 

５-３-３．年次報告会議 

年次の定例会議に参加し、サポートデスクの運用状況について、本年度分の状況報告を

行うこと。 

初年度においては 01～11 月の業務を、継続の場合は 12月～翌 11月の業務を、12 月に

報告すること。 

５-３-４．緊急対策会議 

本案件の保守範囲内におけるシステムの障害等が発生した場合に随時実施される。 

５-３-５．改善策検討会議 

本案件の保守範囲内において改善すべき点が発生した場合に随時実施される。 

５-３-６．運用タスク項目外作業依頼 

運用タスク項目外の作業依頼が発生した場合、作業見積もりを提示のうえ、作業を調整

する。 

 

５-４．ヘルプデスク業務 

サービスや利用システム・端末等に対する問い合わせ、不具合に関する報告の受付・対応を

行う。以下文章では標準ツールである Teams の利用を基本とするが、同等機能の他のアプリケ

ーションを利用することも可能である。詳細は「５－４－７．別システムの利用について」を

参照のこと。 

ヘルプデスク業務は当社の標準ツールである Teams にて実施することを基本とするが、緊

急の対応が必要な場合のため電話窓口も提示すること。当社事務従事者は Teams が利用可能

な Microsoft アカウントを所持している。Windows へのログインや Teams を利用するために

必要な Microsoft 系のアカウントは当社から提供するが、それ以外に受託者が必要なアカウ

ントに関しては本契約の費用に含むこと。(Teams のアカウントは最低限 3 アカウントをヘル

プデスク用のアカウントとして当社に提示すること、既にあるアカウントでも新設のアカウ

ントでも良い) 

受付けた内容を記録し、受付内容から対応分類や緊急度、優先順位を決定すること。また、

対応の結果、対応履歴を内部ツールへ記録すること。問い合わせ内容を確認し、過去に発生し

た問い合わせや障害の履歴と照合し、対応を実施すること。 

ヘルプデスクでの対応が不可の場合は、エスカレーションもしくはベンダーサポートへの

問い合わせを実施すること。 

問合せ内容は FAQ 化すること。対応頻度の多い問い合わせの抽出を行い FAQ 内容の選定を

すること。 

５-４-１．問い合わせ受付 

① 一次サポート（オープンチャット） 

Teams 上の問い合わせフォーム等に投稿された問い合わせに、受託者が直接対応を
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行う。受け付けた内容を記録し、受付内容から対応分類や緊急度、優先順位を決定す

ること。また、対応の結果、対応履歴を内部ツールへ記録すること。問い合わせ内容

を確認し、過去に発生した問い合わせや障害の履歴と照合し、対応を実施すること。 

② 二次サポート（個別対応） 

当社事務従事者よりの問い合わせを当社システム担当者が受付け、受託者のヘルプ

デスクに対して対応依頼を実施する。対応依頼は Teams にて実施することを基本と

する。一次サポート同様、受け付けた内容を記録し、受付内容から対応分類や緊急度、

優先順位を決定すること。また、対応の結果、対応履歴を内部ツールへ記録すること。

問い合わせ内容を確認し、過去に発生した問い合わせや障害の履歴と照合し、対応を

実施すること。 

５-４-２．問い合わせ対応 

① 通常対応 

一次サポートの場合、問い合わせをした当社事務従事者、二次サポートの場合は、

対応依頼したシステム担当者を含む Teams のグループチャットにて連絡、回答をお

こなうことを基本とする。必要に応じて TV電話のほか、Teams Phone もしくは通常

の電話でも対応を行うこと、またネットワークが接続できない場合や、Teams 自体の

障害が発生している際は、電話での対応も実施可能なこと。 

② リモート対応 

通常対応で解決しなかった場合は、Teams 等を利用したリモート接続により画面操

作を実施して対応する。管理者パスワードの必要な操作に関しては、ハンモック社の

AssetView を利用して実施する(AssetView の操作に関しては当社よりのレクチャー

を受託者に対して実施するものとする、とはいえ VNC ベースのリモート接続になるた

め、習得は簡単との想定)。ヘルプデスクでの対応が不可の場合は、当社システム担当

部門へエスカレーションする。また必要に応じてベンダーサポートへの問い合わせを

実施すること。 

５-４-３．問い合わせ FAQ 作業 

問合せ内容は FAQ 化すること。対応頻度の多い問い合わせの抽出を行い FAQ 内容の選

定をすること。 

５-４-４．人事異動対応 

当社システム担当部門からの人事異動にかかわる作業依頼に対応すること。主な作業と

して、アカウントの追加/削除/更新、当社にて利用しているグループウェアや、メーリン

グリストシステムの更新作業、PC 設定変更（新規端末の場合は「5-5.PC 等端末およびモ

バイル端末のキッティング業務」にて実施）がある。 

本対応は、人事異動日に合わせて、当社定時後（17:00 以降）または早朝（8:30 以前）

での対応を希望する場合がある。受託者は可能な限り指定された時間内での対応を行うこ

と。作業量が多いため時間内での作業が間に合わない場合は、当社システム担当者と相談

の上、作業分担や、一部の作業のみ時間外に実施するなどの調整を行うこと。 

５-４-５．システムメンテナンス 

問い合わせシステムとして利用している Teams に、必要なチームや、チャンネルに関し

ては当社と相談の上作成を行う。作成に際して、セキュリティグループを利用する場合は、

セキュリティグループの整備に関しては当社が実施するものとする。チームやチャンネル

へのメンバ追加/削除は、人事異動対応に合わせて受託者にて行う。年に一度、問い合わ
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せフォームの設定見直しを行い、システムの維持管理を行うこと。 

５-４-６．報告資料作成 

会議体に合わせて、報告資料を作成する。月次報告資料では以下の項目を作成する。 

１．全体状況 

２．各タスク/問い合わせ対応状況 

３．各種タスク状況報告 

４．SLO 目標値達成状況 

５．スケジュール（当月/来月） 

５-４-７．別システムの利用について 

ヘルプデスクに関しては同等の機能を持つシステムを利用することも可能である。ただ

し、端末へのインストールや当社事務従事者への操作説明、マニュアル作成等は受託者が

実施すること。当社にすでに導入されている「MECM (Microsoft Endpoint Configuration 

Manager / 旧名 SCCM)」を利用してインストールを実施するのはかまわない。 

これら代替えシステムの導入や利用に関する費用は本契約の費用に含むこと。 

 

５-５．ＰＣ等端末およびモバイル端末のキッティング業務 

当社のＰＣ端末およびモバイルＰＣ端末のキッティングを実施する。 

５-５-１．ＰＣマスタ作成業務 

対象となる端末を当社にすでに導入されている「MECM (Microsoft Endpoint 

Configuration Manager / 旧名 SCCM)」を利用して「マスタ USB メモリ等」を作成する。

当社の提供する「ＰＣマスタ基本設計書」に基づき作成する。各マスタについて「ＰＣマ

スタ等パラメータシート」を作成する。「ＰＣマスタ等パラメータシート」には、全ての

パラメータを記載する必要は無いが、標準値より変更を行う部分については、必ず記載す

ること。 

ただし、MECM で作成したものと同等の設定になるのであれば、別の仕組みを利用して

も良い。ただし、代替えシステムの導入や利用に関する費用は本契約の費用に含むこと。 

マスタ展開に必要な USB メモリ/メディアが必要になった場合は、当社にて準備したも

のを使用する。 

５-５-２．ＰＣキッティング業務 

「ＰＣマスタ」を基に、ＬＡＮシステムに接続するための設定、必要なソフトウェアの

インストール等の作業およびデータの移行(以下「設定作業」という。）を実施すること。

なお、端末の一元管理を行うツールを使用して設定等を行うことについて差し支えない。

ただし、標準外のシステムの導入や利用に関する費用は本契約の費用に含むこと。 

①設定作業の実施場所 

設定作業の指定は特にない、また当社内で作業を実施することも可能である。 

原則作成した WBS に則って作業を実施すること。 

②ＬＡＮシステムへの接続 

展開端末をＬＡＮシステムに接続するに当たっては、契約締結後に提示する手順に

従いドメイン参加等の設定を行うこと。 

③ソフトウェアのインストール等 

ＬＡＮシステムに接続するため、当社が別途用意するソフトウェア等を当社が保有

するライセンスを使用してそれぞれインストールし、設定作業を行うこと。 
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AssetView を使用してインストール・設定を実施することも可能とする。 

④OS設定等 

「ＰＣマスタ等パラメータシート」に従い設定を実施する。 

必要な場合、BIOS のアップデート及び設定を行うこと 

展開作業時において、セキュリティアップデートが適用済みであること 

注 1)ソフトウェアのインストールの不備等、設定作業を終えた端末に不具合があ

った場合には、受託者の負担において再度設定作業を行うこと。 

⑤管理ラベルの貼り付け 

当社の提供する管理ラベルの貼り付けを行うこと。 

 

５-６．ＰＣ等端末およびモバイル端末のアップデート等管理業務 

当社のＰＣ等端末およびモバイル端末のアップデート等を管理する。 

５-６-１．ＰＣ等端末およびモバイル端末リスト作成 

アップデートを行う対象として当社から提供されるＰＣ等端末およびモバイル端末の

リスト(ネットワーク機器を除き、拠点内で IP を持っている機器全てをさす：パソコン、

iPad 等スマートデバイス、プリンタ、複合機等)の維持管理を行い、最適な状態を維持す

ること。 

リストの維持管理においては各拠点の担当者等と良く話し合い、なるべく負担をかけな

い形で実施すること。 

なお、Excel フォーマット等を各拠点に送付し担当者に入力してもらい、その記載内容

を持って内容の把握をすると言った手法に関しては禁止する。 

システムや既存の台帳で把握可能な範囲でリストを作成し、そのリストを各拠点の担当

者に提示し、ヒアリングを行うと言った手法が推奨される。 

また、年度に一回は棚卸を行い、リストの正当性の確認を行うこと。 

５-６-２．ＰＣ等アップデート実施 

当社に既に導入されている「MECM (Microsoft Endpoint Configuration Manager / 旧

名 SCCM)」「Intune」等を利用し OSおよび標準アプリケーションのアップデートを実施し

実施結果の管理を行う。修正プログラムの更改状況を確認し、適用の是非についても確認

すること。適用に関しては、単に当社に是非を確認するのではなく、推奨・非推奨につい

てもコメントを行うこと。 

５-６-３．ＰＣ等アップデートに関する報告の実施 

月に１回、アップデートの結果について報告する。アップデート率やアップデートに関

するトラブル(何台がアップデートされていない等)も報告する事。 

５-６-４．ＰＣ等アップデートに関するトラブル対応の実施 

アップデートで発生したトラブルに対して対応する事。必要な場合は、「5-4-4.問い合

わせ対応(リモート)」同様に Teams もしくは AssetView にてリモート作業を実施する事。 
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５-６-５．その他タスク 

上記の業務以外に以下のタスクも必要に応じて随時実施すること。 

No タスク名 タスク概要 

1 MECM へのアプリケーションの
登録／更新／削除 

指定のアプリケーションの登録／更新／削除を
実施する。 

2 クライアント アプリケーショ
ン配信 

既に登録済みのアプリケーションをクライアン
ト PCへ配信する。 

3 SSL 証明書更新 SSL 証明書の更新作業を実施する。 

4 クラウド管理ゲートウェイ用ク
ライアント設定 

クラウド管理ゲートウェイ用クライアント設定
を実施する。 

5 プリンタとドライバーの追加
(新規) 

システムへプリンタの追加および新規ドライバ
ーをセットアップする 

6 プリンタの追加 システムへプリンタの追加および既存のドライ
バーをセットアップする 

7 プリンタの設定変更 プリンタ名・共有名・ブランチオフィスなど共
有に関連する設定の変更 

8 プリンタの削除 不要になったプリンタ情報の削除 

9 ドライバーの削除 利用していないドライバーを特定し削除する 

10 プリンタの配信 指定した機器にプリンタドライバを配信する 

11 印刷既定変更 印刷の既定の設定変更 

12 用紙情報の更新 印刷可能な用紙サイズ設定の追加/削除 

13 ドライバーの更新(単一) ドライバーバージョンの最新の物へ更新する 

14 ドライバーの更新(全ドライバ
ー) 

ドライバーバージョンの最新の物へ更新する 

 

５-７．サーバ機器のアップデート等管理業務 

当社の管理するサーバ機器のアップデート等を管理する。アップデートを実施する際は、

ロールバックが可能なようにバックアップ等を実施すること。(アップデート前の状態に戻せ

るのであればスナップショット等、別の手法を利用してかまわない) 

５-７-１．サーバ機器リスト作成 

アップデートを行う対象として当社から提供されるサーバ機器のリストの維持管理を

行い、最新状態を維持すること。 

なお、Excel フォーマット等を各拠点に送付し担当者に入力してもらい、その記載内容

を持って内容の把握をすると言った手法に関しては禁止する。 

システムや既存の台帳で把握可能な範囲でリストを作成し、そのリストを各拠点の担当

者に提示し、ヒアリングを行うと言った手法が推奨される。作成したリストに明らかに利

用していない機器等は含まないこと。 

また、年度に一回は棚卸を行い、リストの正当性の確認を行うこと。 
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５-７-２．サーバ機器アップデート実施 

当社のサーバ機器のアップデートを行い、動作確認を実施する。サーバ上に当社導入の

業務システム等がある場合は、該当システムのベンダーと連携し、アップデートの可否を

確認すること。 

アップデートは一般的なミドルウェアも含まれる。 

例：業務システムの動作に Microsoft SQL Server が必要な場合は本案件の費用内でア

ップデートの実施を行う。業務システムの動作に業務システム独自の DB システム

が入っていた場合は、一般的なシステムではないので本案件の対象外となる。 

５-７-３．サーバ機器アプリケーションのマイナーバージョンアップ対応実施 

一般的なサーバ内部のアプリケーションをマイナーバージョンアップのうえ、動作確認

を実施する。 

５-７-４．サーバ機器 OS等更新実施 

当社のサーバ機器のサポート期限切れに向けサーバ OS やミドルウェア更改の検討を行

う。本更新は Windows Server 2016 → 2019 の様にメジャーバージョンアップにあたる

アップデートを指す。 

５-７-５．サーバ機器再起動計画 

計画メンテナンスで再起動が必要な場合に、再起動日時を利用者と調整の上、実施する。 

５-７-６．監査資料作成 

誰が、いつ、どのサーバにアクセスしたのかを記録し、作成資料を提出する。現行のシ

ステムで取得できるログに関しては、両社で協議を行い決定する。 

５-７-７．バックアップジョブ確認 

各サーバ機器のバックアップジョブが正常に完了していることを確認する。 

５-７-８．サーバ機器アップデートに関するトラブル対応の実施 

アップデートで発生したトラブルに対して対応する事。 

５-７-９．その他タスク 

上記の業務以外に以下のタスクも必要に応じて随時実施すること。 

No タスク名 タスク概要 

1 Azure の計画メンテナンス確認 Azure の計画メンテナンス発生有無の調査を行
う。 

2 Azure リソースのアクセス権限
追加／削除 

Azure リソースに対するアクセス権限の追加／削
除を実施する。 

3 マシン容量の設定変更(一時的) マシンサイズやディスク容量など一時的に変更
する。 

4 マシン容量の設定変更(永続的) マシンサイズやディスク容量など永続的に変更
する。 

5 バックアップポリシー変更(一
時的) 

復旧ポイントの変更 

6 バックアップポリシー変更(永
続的) 

復旧ポイントの変更 

7 バックアップの冗長性変更 

バックアップ取得方法の変更 
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8 Azure テナント内の NW設定変
更 

Azure テナント内の NW通信にかかわる設定を変
更する。 
・アドレス空間の追加／変更／削除（vNet） 
・サブネットの追加／変更／削除 
・UDR の追加／変更削除 

9 NSG(Azure Network Security 
Group)のポート開放／閉鎖 

各サブネットおよび仮想マシンに対する NSG の
ポート開放／閉鎖を実施する。 

10 新規サーバの作成 Azure VM の新規構築／Standard 監視／セキュリ
ティ設定の追加作業 

11 運用タスク項目外の作業依頼 
本仕様書の記載項目外の作業が発生した場合、
作業見積もりを提示のうえ、作業を調整する。 
作業は別途契約での実施が可能とする。 

12 サービス正常性確認 正常にサービスを提供していることを確認す
る。 

13 監視モニターリング 障害発生時のアラートメール受信／確認する。 

14 アプリケーションのマイナーバ
ージョンアップ対応 

サーバ内部のアプリケーションをマイナーバー
ジョンアップのうえ、動作確認を実施する。 

15 サーバ再起動 サーバに管理者ユーザでログインし OS再起動を
実施のうえ、正常性確認を実施する。 

16 サーバ停止／起動 サーバの停止／起動を実施のうえ、正常性確認
を実施する。 

17 リストア作業（ファイルレベ
ル） 

ファイルレベルのリストア作業を実施する。 

18 リストア作業（仮想マシン VM
全体） 

仮想マシン VM全体のリストア作業を実施する。 

19 ユーザーアカウント管理 アカウントのログイン履歴を確認のうえ、不要
なアカウントを報告会で棚卸を実施する。 

20 DFS 対象フォルダの追加/削除 共有フォルダを追加/削除および DFSR 設定の追
加/削除も合わせて実施する。 

21 クオータ変更（一時的） 特定フォルダのクオータ上限設定を変更し、一
時的に既定以上の容量を扱えるようにする。 

22 クオータ変更（永続） 特定フォルダのクオータ上限設定を変更し、永
続的にに既定以上の容量を扱えるようにする。 

23 アクセス権変更（一時的） 申請または問い合わせに応じ、フォルダ／ファ
イルを操作可能な状態にする。 

24 アクセス権変更（永続） 申請または問い合わせに応じ、フォルダ／ファ
イルを操作可能な状態にする。 

25 各拠点別ファイル容量 報告 ファイルサーバの利用状況を拠点別にまとめ、
報告する。 

26 監視モニターリング 障害発生時のアラートメール受信／確認する。 

 

５-８．ライセンス管理業務 

当社の所有するライセンスを管理する。 

５-８-１．ライセンス数およびライセンス期間管理 

ライセンス管理を行う対象として当社から提供されるライセンスのリストの維持管理

を行い、最新状態を維持すること。ライセンス数およびライセンスの利用数、ライセンス

期間を管理し報告を行う。また、調達が必要な場合は当社に報告を行う。 
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５-８-２．ライセンス費用管理 

ライセンス費用を定価レベルで算出を実施する。次年度に必要と予測される金額を当年

度の 10 月の月次報告会議にて報告すること。 

 

５-９．セキュリティ対策業務 

運用管理を行う上でのセキュリティ対策について実施する。 

 

５-９-１．セキュリティ向上対策 

業務状況を踏まえ、セキュリティ向上のため適切なアクセス権を検討し顧客調整を行

う。 

例：外部で利用するモバイル端末用に「制限付きアクセスの設定」を実施する。 

BYOD 端末で、当社ライセンスの Teams を利用するときに端末内にデータがダウン

ロードできないよう設定を実施する。等 

 

５-１０．システム構築関連技術支援業務 

必要に応じて、他社が提案するシステム（設計・構築）においても、サポートデスク業務

にかかわる部分が多いことが想定されるため、技術支援を行うこと。主に、Microsoft 製品

を中心とした当社システムの技術支援を実施する。 

５-１０-１．MECM (Microsoft Endpoint Configuration Manager / 旧名 SCCM) に関する技

術支援 

・プリンタドライバ 等の作成 

・Windows 10 展開イメージ作成 

・Windows 10 セキュリティ アップデート対応 

・更新プログラム 1910 / 2002 適用 

・クラウド管理ゲートウェイ作成 

５-１０-２．Windows 10 に関する技術支援 

・GPO 展開 

・Windows Defender シリーズ対応 

５-１０-３．Teams に関する技術支援 

・Azure との VPN 接続 

・利用手順作成 

・管理ルール作成 

５-１０-４．Exchange Online に関する技術支援 

・サブドメイン利用関連対応 

・その他設定関連作業 

５-１０-５．Microsoft のクラウドソリューションを利用したリモートワークに関する技術

支援 

・Intune 等を利用した、デバイス管理 

以下製品等を利用した安全なネットワーク接続 

・Azure Network Appliances 

・Azure AD Application Proxy(当社が Azure AD Premium した場合) 
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・Azure DNS 

・Azure VPN Gateway 

・Azure Virtual Network 

・Azure ExpressRoute 

他、必要と思われるソリューション 

 

５-１１．その他運用管理業務 

その他の運用管理業務を以下に記載する。これら業務は当社が実施する場合もあるが、基

本的には当社の指示のもと、受託者が実施する。 

No タスク名 タスク概要 

1 ユーザーアカウント登録／更新
／削除（一般ユーザー） 

一般ユーザーのアカウントの登録/更新/削除を
実施する。 

2 ユーザーアカウント登録／更新
／削除（サービスユーザー） 

サービスアカウント（ドメインアカウント／
gMSA アカウント）の登録/更新/削除を実施す
る。 

3 ユーザーアカウントロック解除 パスワードロックしてしまったアカウントの解
除を実施する。 

4 ユーザーアカウントパスワード
リセット 

パスワードを忘れてしまったアカウントのパス
ワード変更を実施する。 

5 AD ユーザーグループの作成／
更新／削除 

依頼に応じたユーザーグループの作成／更新／
削除を実施する。 

6 AD ユーザーグループへのメン
バ追加／更新／削除 

既に作成済みのユーザーグループに対し、ユー
ザーの追加／更新／削除を実施する。 

7 AzureAD ユーザアカウント登録
／更新／削除 

Azure テナントへアクセスするユーザーを登録／
更新／削除する。 

8 AzureAD ユーザーグループの作
成／更新／削除 

依頼に応じたユーザーグループの作成／更新／
削除を実施する。 

9 AzureAD ユーザーグループへの
メンバ追加／更新／削除 

AzureAD 上の既に作成済みのユーザーグループに
対し、ユーザーの追加／更新／削除を実施す
る。 

10 SSL-VPN 接続（フルトンネル）
許可設定 

社外接続を許可/拒否するユーザを特定のグルー
プに登録/削除する。 

11 SSL-VPN 接続（スプリトトンネ
ル）許可設定 

社外接続を許可/拒否するユーザを特定のグルー
プに登録/削除する。 

12 GPO の変更(クライアント用) クライアントに適用されている GPO の変更 

13 GPO の変更(サーバ用) サーバに適用されている GPO の変更 

14 内部ＤＮＳレコード追加／更新
／削除 

ADDS サーバ上の内部 DNS サービスにレコードを
追加／更新／削除を実施する。 

15 同期先ＯＵの設定変更 AzureAD へ同期先の OUを変更する。 

16 手動同期作業 AADC サーバ上のアカウントを AzureAD へ即時同
期作業を実施する。 

17 ユーザー管理 プリンタを使用するユーザーやグループの追加/
削除 

18 
不正アクセス確認 FrotiGate（NVA：ネットワーク仮想アプライア

ンス）経由にて、悪意のあるパケットがない
か、利用用途で不正なパケットがないかを確認
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する。 

19 ライセンス更新 FrotiGate（NVA：ネットワーク仮想アプライア
ンス）のライセンスを更新する。 

20 SSL 証明書更新 SSL 証明書の更新作業を実施する。 

21 FW ポリシールール追加 IPv4 ポリシーのルールを追加する。 

22 FW ポリシールール変更 IPv4 ポリシーのルールのうち、接続ポート、IP
アドレスなどを変更する。 

23 FW ポリシールール削除 IPv4 ポリシーのルールを削除する。 

24 サーバ再起動 サーバに管理者ユーザでログインし OS再起動を
実施のうえ、正常性確認を実施する。 

25 サーバ停止／起動 Azure ポータル上から、サーバの停止／起動を実
施のうえ、正常性確認を実施する。 

26 ユーザーアカウント管理 アカウントのログイン履歴を確認のうえ、不要
なアカウントを報告会で棚卸を実施する。 

27 コンプライアンスチェック コンプライアンスチェックを用いた認証方法の
検討 

28 クライアントアップデート クライアントのアップデートを実施 

29 クライアント差し替え クライアントの差し替え方法検討、実施 

30 運用タスク項目外の作業依頼 
本仕様書の記載項目外の作業が発生した場合、
作業見積もりを提示のうえ、作業を調整する。 
作業は別途契約での実施が可能とする。 

31 不正アクセス確認 
FrotiGate（NVA）経由にて、悪意のあるパケッ
トがないか、利用用途で不正なパケットがない
かを確認する。 

32 ライセンス更新 FrotiGate（NVA）のライセンスを更新する。 

33 SSL 証明書更新 SSL 証明書の更新作業を実施する。 

34 FW ポリシールール追加 IPv4 ポリシーのルールを追加する。 

35 FW ポリシールール変更 IPv4 ポリシーのルールのうち、接続ポート、IP
アドレスなどを変更する。 

36 FW ポリシールール削除 IPv4 ポリシーのルールを削除する。 

 

５-１２．作業の実施に当たっての遵守事項 

５-１２-１．システム設定変更の手続き 

何らかのシステム変更や設定値の変更を実施する際は「システム設定変更申請・報告書」

を提出し、事前に許可を得ること。 

ただし、インシデント時等緊急時においては事後申請も許可するものとする。ただし、事

後であってもかならず「システム設定変更申請・報告書」の提出は行うこと。 

「システム設定変更申請・報告書」については受託者がフォーマット案について提案し当

社承認によって運用を開始する。 

５-１２-２．取り扱う物品に関する責任の所在 

納品した端末等については、製造者の如何に関わらず、受託者が最終的に責任を負うこと。 

なお、検収を行った日を起算日として２年間、納品物に対する瑕疵担保責任を負うものと
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し、受託者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品

するものとする。 

５-１２-３．個人情報の取扱い 

①本業務において、個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該契約に含まれる

氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の

情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）をいう。以下同じ。）の取扱いが必要な場合には、その取扱いに係

る事項について、当社と協議の上決定し、書面にて提出すること。 

   なお、その際、以下の事項を記載すること。 

  ア 個人情報保護取扱責任者の所属・氏名等を記載した管理体制 

イ 個人情報の管理状況の検査に関する事項（検査時期、検査項目、検査結果におい

て問題があった場合の対応等） 

②個人情報を複製する際には、事前に当社の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最

小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去す

ること。 

③受託者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を

把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、当社

に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告

すること。 

④個人情報の取扱いにおいて、適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除

の措置を受けるものとする。 

 

６．運用実績の評価と改善 

受託者は、本業務を実施するにあたり当社と SLO(Service Level Onjective)を合意すること。

受託者は当社のシステム運用体制を考慮した上で、SLO における基礎的な合意事項及び指標等を提

案すること。 

６-１．サービスレベルの設定 

運用状況に関して監視、測定等を行い、運用サービスレベルの達成状態を逐次確認、把握する

こと。サービスレベルの指標については以下に示す。なお、レスポンス時間や対応時間など発生

事象により以下の指標を満たせない事象に関しては、当社に対応見込み時間等を明示し、了解を

得ること。 

指標名 概要 目標値 
運用業務に起因するセキュリティ
インシデント発生件数 

セキュリティ事故の件数 0件 

システム障害通知時間 当社への報告時刻－インシデント
発生記録時間 

15分以内 

運用業務に起因する障害発生件数 システム障害の件数 0件 
ヘルプデスクのレスポンス時間 問合せ発生時刻－対応開始時刻 15分以内 
ヘルプデスクの対応完了時間 問合せ発生時刻－対応完了時刻 5時間以内 

ヘルプデスク満足度 
ヘルプデスク利用者に対して、利
用の都度アンケートを実施し、平
均値を図る。(最大★5) 

★3以上 

人事異動に伴う当社事務従事者の
環境整備時間 

該当利用環境の整備が人事異動当
日の昼12:00までに完了した数／
対象者数 

100% 
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６-２．サービスレベルの報告・評価・改善 

初年度においては、10月～12月を調整期間として、01月から対象とする。 

監視、測定等の方法については当社と協議の上、決定すること。 

サービスレベルの達成状態は、月次報告会にて報告すること。 

前項で定めた目標値が未達成であった場合には、その原因を分析し、速やかに報告するととも

に、その目標の未達成となったリソースの増強や代替え手段の提供等を実施することによりサ

ービスレベルの維持を図ること。 

なお、サービスレベルの未達成が頻繁に繰り返される場合には、別途協議しサービスレベルの

改善に向けた取り組みを実施すること。 

６-３．免責事項 

運用に関して、以下に起因する事由により受託者がサービスレベルの保証値を達成できない

場合は免責とする。 

・災害による交通インフラの麻痺、電源供給の停止や通信障害の場合 

・当社の過失および都合により実施できない場合 

・その他双方協議の上で計測の除外とした場合(例：障害の多重発生時等) 

・他業者による過失により、担当業務範囲のサービスレベルを順守することが不可能な場合 

６-４．管理指標の改訂 

設定した管理項目や目標値について、双方の合意事項に明確な変化があった場合や、改訂の必

要を認めた場合、以下の手続きを実施する。 

・改定する場合は、双方担当者を交えて改定案を作成すること。 

・作成した改定案については双方で合意し保管すること。 

・改定する際には改訂履歴を作成し当社に提出すること。 

 

７．当社からの資料 

７-１．秘密保持契約の締結により受託前に入手可能な資料 

当社の指定する秘密保持契約に関する書類を締結することにより、以下の資料を【参考資料】

として入手をすることが可能である。 

資料名 概要 
ＰＣ等端末リスト 当社の保持するＰＣ等端末のリスト 
モバイル端末リスト 当社の保持するモバイル端末のリスト 
サーバ機器リスト 当社の保持するサーバ機器のリスト 

標準アプリケーションリスト 
当社の保持するアプリケーションのうち、アップ
デートの管理が必要なアプリケーションのリス
ト 

ライセンスリスト 当社の保持するライセンスのリスト 

 

８．業務執行体制 

受託者は、本業務を円滑に遂行できる技術を有する者を業務担当者および業務責任者とするこ

と。 

８-１．プロジェクトメンバー 

本業務を円滑に遂行できる技術を有する指標として、プロジェクトマネージャー及びメン

バーの習得資格や業務実績を提案書に明記すること。なお、真にやむを得ない理由によりプロ

ジェクトメンバーを変更する場合は、事前に当社に報告を行い、了解を得ること。その際、提
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案時のプロジェクトメンバーの技術等を踏まえたうえで代替人員を選定すること。 

９．提出物 

９-１．提出物および提出期限 

以下の報告書等を提出すること。 

成果物名 提出期限 
実施計画書 契約締結後から14日以内 
全体 WBS(Work Breakdown Structure) 契約締結後から14日以内 
月次報告 毎月一回(月次報告会)提出 
年次報告 毎年一回(12月初旬)提出 
監査資料(サーバアクセス等) 随時 
ＰＣマスタ等パラメータシート 随時 
ＰＣ等端末リスト(最新化済) 毎月一回(月次報告会)提出 
モバイル端末リスト(最新化済) 毎月一回(月次報告会)提出 
サーバ機器リスト(最新化済) 毎月一回(月次報告会)提出 
標準アプリケーションリスト(最新化済) 毎月一回(月次報告会)提出 
ライセンスリスト(最新化済) 毎月一回(月次報告会)提出 
システム設定変更申請・報告書 随時 
本業務に必要と当社が判断したマニュアル 随時 

 

９-２．納品方法 

以下の様に納品すること。 

①成果物は、ベンダー提供マニュアルを除き、全て日本語で作成すること。 

②成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、原則電子媒体で1 部を納品すること。当社指

示で紙媒体を提出する場合は電子媒体に追加して正 1 部・副 1 部を納品すること。 

③紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A 列4 番とするが、必要

に応じて日本工業規格 A 列 3 番を使用すること。 

④電磁的記録媒体による納品について、ソースコード、実行プログラム以外の、本業務で作成した

創作物は現行の当社標準ソフトが対応しているファイル形式(Microsoft Word 2016、Excel 

2016、PowerPoint 2016 もしくはoffice365 形式)で作成し、CD-R 又は DVD-R の媒体に格納して

納品すること。 

⑤ソースコード、実行プログラムについては、該当するソフトウェアの標準ファイル形式で作成

し、CD-R 又は DVD-R の媒体に格納して納品すること。 

⑥納品後当社において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 

⑦成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、当社の承認を得ること。 

⑧成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安

全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 

⑨電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなど

して、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 

９-３．提出場所 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部 経営企画課 情報システム・ソリューション室 
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１０．検収 

詳細については当社側担当者と別途協議し決定するものとする。 

検収期間は、納品後 2週間以内とする。検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致

（バグも含む。以下本条において「契約不適合」という。）が発見された場合、当社は受託者に対

して当該契約不適合の修正等の履行の追完（以下本条において「追完」という。）を請求すること

ができ、受託者は、当該追完を行うものとする。但し、当社に不相当な負担を課するものでないと

きは、受託者は当社が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 

尚、追完を請求することができる期間は 2年とする。 

 

１１．その他 

１１-１．本業務を遂行するにあたり、別添「情報セキュリティのガイドライン」を遵守するもの

とする。 

１１-２．本仕様書において疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、及び本仕

様書に記載のない細部事項については、委託者と速やかに協議し、その指示に従うものと

する。 

 

以上 

 

  



- 23 - 

別添 

情報セキュリティのガイドライン 

 
受注者は、本業務遂行にあたり下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 
 
１．当社情報セキュリティポリシー規程の準拠 

受注者は当社情報セキュリティポリシー規程に準拠し、必要な対策を講じることにより、故意又
は過失による事件や事故等の未然防止に努めなければならない。 

 
２．情報セキュリティ管理体制 

受注者は本業務に係る情報セキュリティを確保するため、受注者の組織内において管理体制を
整えなければならない。 

 
３．情報取り扱い場所 

受注者は本業務に係る情報を取り扱う範囲（作業場所）及び保管場所を明確にしなければならな
い。 

 
４．コンピュータウィルス対策 

受注者は本業務のために利用するＰＣ等に対して、コンピュータウィルス対策（ウィルスパター
ンファイルの最新版の更新等含む）を講じなければならない。 

 
５．技術的情報セキュリティ対策 

受注者は、本業務のために利用するネットワーク、構成機器（スイッチ、ルータ、端末機及びサ
ーバを含む）、ソフトウェア等に対し、不正アクセスや情報漏洩等を防ぐための管理及び対策を講
じなければならない。特にファイル交換ソフト（winny、share 等）は絶対に使用してはならない。 

 
６．電子媒体の利用に関する管理対策 

受注者は、本業務のために外部ハードディスク、ＵＳＢメモリ等の電子媒体を利用する場合は、
下記の事項を遵守しなければならない。 
・本業務遂行目的以外では使用しない。 
・個人所有（私物）の電子媒体は使用しない。 
・電子媒体は社外へは持ち出さない。 
・利用する場合は、必ずウィルスチェックを実施してから使用する。 
特にＵＳＢメモリについては、ウィルスチェック機能付きのものを使用し、必ずパスワードをか

けて使用する。 
・電子媒体を廃棄する場合は、物理的破壊等により完全に読み出し不可能な状態にして廃棄する。 

 
７．ＰＣの持ち出し・持ち込みに関する管理対策 

受注者は、本業務のためにＰＣの持ち込みをする場合は、発注者内ネットワークに接続する前に、
ウィルスチェックを実施し、ウィルスに感染していないことを確認しなければならない。また、持
ち出す場合は情報漏洩事故のないように暗号化やパスワード設定等の対策を施さなければならな
い。 

 
８．セキュリティインシデント（事件、事故等）に対する報告 

受注者は、情報セキュリティに係わる重大なインシデント等及び重大な違反等のあった場合は、
発注者に直ちに報告しなければならない。 

 
以上 



 

 

競争参加資格確認申請書 

 

                                                令和  年  月  日 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

   契約職取締役 中澤 幸太郎 殿 

 

 

                                住    所   

                                商号又は名称 

                                代 表 者 氏 名                       

 

 

 令和４年７月２１日付けで公告のありましたJESCOサポートデスク業務（令

和04年度及び令和05年度）に係る競争参加資格について確認されたく、下記

の書類を添えて申請します。 

 なお、発注説明書４の競争参加資格を満たしていること及び添付書類の 

内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

 １．令和04・05・06年度全省庁統一資格(物品の販売、営業品目「電子計算

機類」、役務の提供等、営業品目「情報処理」および「ソフトウェア開発

」)の審査結果通知書の写し（当該資格の申請書等※の写しも可。この場

合、入札日までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。） 

    

以上  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 
部 署 名： 
責任者名： 
担当者名： 
Ｔ Ｅ Ｌ： 
Ｆ Ａ Ｘ： 
Ｅ-mail ： 
 



（参考） 
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秘密保持契約書（案） 
 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下、「甲」という）と            （以下、「乙」

という）とは、甲の JESCO サポートデスク業務（令和０４年度及び令和０５年度）に係る一般競争（以

下、「目的」という）のため、甲乙間で相互に開示する秘密情報の取扱いについて以下のとおり秘密保持

契約（以下、「本契約」という）を締結する。 
 
第１条（定義） 

本契約において「秘密情報」とは、「目的」のために、甲又は乙が、相手方より提供を受けた資料、

データ、図面、製品、及び試作品等の技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面によ

り秘密である旨指定して開示した情報、口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後５日以

内に書面により内容を特定した情報、又は本契約により相手方より提供された秘密情報が化体されてい

る成果物をいう。 
 

但し、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとする。 
（１）相手方から開示を受けた際、既に自ら所有していたもの。 
（２）相手方から開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの。 
（３）正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに入手したもの。 
（４）法令又は司法機関もしくは行政機関の命令により開示することが義務付けられたもの（但し、

この場合、事前に相手方に通知するものとし、最小限の開示に努めるものとする）。 
（５）相手方から開示された秘密情報によらずに自ら開発、創造したもの。 
（６）相手方が第三者に開示することを書面で承諾したもの（但し、秘密保持義務を課して開示する

場合を除く）。 
２．本契約において「個人情報」とは、顧客、従業員等の特定の個人を識別できる情報（他の情報と容

易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）を

いう。 
 
第２条（「秘密情報」の開示、秘密保持） 

甲及び乙は「目的」のために甲及び乙が必要と認めた範囲で、相手方に対して「秘密情報」を開示

する。 
２．甲及び乙は前項により開示された「秘密情報」を秘密に保持し、相手方の書面による事前の同意な

くして第三者に開示、漏洩してはならない。 
３．甲及び乙は、第三者に「秘密情報」を開示する場合、当該第三者に対し本契約と同様の秘密保持義

務を負わせるものとする。 
 
第３条（「秘密情報」の使用） 

甲及び乙は、相手方から開示された「秘密情報」を「目的」以外に使用、利用してはならない。 
 
第４条（「秘密情報」の管理、複製、返還等） 

甲及び乙は、相手方から開示された「秘密情報」を善良なる管理者の注意をもって管理又は保管す

るものとする。 
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２．甲及び乙は、相手方から開示された「秘密情報」を、相手方の事前の書面による承諾なく、複製又

は複写してはならない。甲及び乙は相手方の事前の書面による同意を得て複製、複写した「秘密情報」

も「秘密情報」として取り扱う。 
３．甲及び乙は、相手方から要求があったとき、又は本契約が解除、解約若しくは期間満了等により終

了したときには、情報受領者の費用で、相手方からの指示に従い、開示された「秘密情報」（その複製・

複写も含む）につき次の措置を取らなければならない。 
（１）記録媒体・文書等を相手方に返還する。 
（２）記録媒体・文書等を再利用できない形式で廃棄する。 
（３）電磁的記録を復元できない形式で消去する。 

４．甲及び乙は前項に基づき相手方から開示された「秘密情報」を廃棄した場合には、廃棄したことを

証明する文書を相手方に提出しなければならない。 
 
第５条（「個人情報」） 

乙は、個人情報の保護に関する法律（本条において、以下「法」という。）に定める個人情報のうち、

「目的」のために甲より取扱いを委託された個人データ（法第２条第４項に規定する個人データをい

う。以下同じ。）及び「目的」のため、甲乙間で個人データと同等の安全管理措置（法第２０条に規定

する安全管理措置をいう。）を講ずることについて、書面で合意した個人情報（以下、あわせて「個人

情報」という。）を第三者に漏洩してはならない。なお、甲は個人情報を乙に提示する際にはその旨明

示するものとする。但し、社会通念に照らして、開示される情報が「個人情報」であることが明白で

ある場合はこの限りではない。また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特

定できないよう加工したうえで、乙に提出するよう努めるものとする。 
２．乙は甲から「個人情報」を開示された場合、当該「個人情報」の管理に必要な措置を講ずるものと

する。 
３．乙は、「個人情報」について、「目的」の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は事前に甲

から書面による承諾をうけるものとする。 
４．乙は甲から開示された「個人情報」については、その取扱いを第三者に委ねることができない。但

し、甲の書面による事前の承諾を得た場合この限りではない。 
５．乙が前項の規定に基づいて、甲の事前の書面による承諾を得て当該「個人情報」を第三者に開示す

る場合、開示する当事者はそのものに対して本契約と同一の義務を負わせるものとし、その者に義務

違反がある場合は開示した当事者もその責を負うものとする。 
６．個人情報の返還、廃棄については前条第３項の規定を準用する。 
 
第６条（確認事項） 

本契約に基づく、甲又は乙による相手方への「秘密情報」の開示は、「秘密情報」に関する権利等の

移転、使用許諾等を意味せず、当該「秘密情報」の権利帰属に影響を与えるものではない。 
２．本契約の締結は、将来の甲乙間における共同事業の実施等を約するものではない。 

 
第７条（譲渡の禁止） 

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約から生じる権利

又は義務を第三者に譲渡、移転又は担保に供する等することはできない。 
 
第８条（損害賠償） 
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甲及び乙が相手方に開示した秘密情報が本契約に反する形態で、相手方の責に帰すべき事由によっ

て第三者に開示され又は漏洩し、これにより甲及び乙が損害を被った場合は、相手方は開示又は漏洩

に起因して現実に生じた通常かつ直接の損害について賠償する責を負う。 
 
第９条（本契約の有効期限） 

本契約の有効期限は本契約締結日から３年間とする。 
２．前項の定めにかかわらず、第１条、第２条、第５条、第８条、第１２条及び第１３条の規定は本契

約終了後も有効とし、第４条の規定は「秘密情報」の帰還、廃棄、消去がなされるまで有効とする。 
 
第１０条（反社会的勢力の排除） 

甲及び乙は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員及び実質的に経営を支配する者が反社会的

勢力（暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者をいう）に該当しないこと、及び反社会的勢力と一

切関係を有していないことを表明し確約する。 
２．甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、

詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約する。 
３．甲又は乙は、相手方が前二項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催

告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、本項により本契約を解除した場合、解除

により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。 
 
第１１条（本契約の改定） 
  本契約は、甲乙間の書面による合意がない限り、変更することができない。 
 
第１２条（協議） 

本契約の解釈及び本契約に定めがない事項について疑義又は紛争が生じた場合、甲乙両者は誠意を

もって協議解決する。 
 
第１３条（管轄） 
  本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 
 
本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を所有する。 

 
令和４年  月  日 
 
               甲  住 所 東京都港区芝一丁目７番１７号 

氏 名  中間貯蔵・環境安全事業株式会社  

契約職取締役        印 

 

乙   住 所  

氏 名 

印  
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